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日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

       （諸般の報告）

日程第 ３ 認定第 １号 平成２７年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定について（委

員会報告）

日程第 ４ 認定第 ２号 平成２７年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について（委員会報告）

日程第 ５ 認定第 ３号 平成２７年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について（委員会報告）

日程第 ６ 認定第 ４号 平成２７年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（委員会報告）

日程第 ７ 認定第 ５号 平成２７年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（委員会報告）

日程第 ８ 認定第 ６号 平成２７年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について（委員会報告）

日程第 ９ 認定第 ７号 平成２７年度美幌町水道事業会計決算認定について（委員会

報告）

日程第１０ 認定第 ８号 平成２７年度美幌町病院事業会計決算認定について（委員会

報告）

日程第１１ 承認第１４号 専決処分の承認について〔平成２８年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第２号）〕

日程第１２ 議案第７４号 美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する

条例制定について

日程第１３ 議案第７５号 美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例制定について

日程第１４ 議案第７６号 美幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定

について

日程第１５ 議案第７７号 美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて

日程第１６ 議案第７８号 美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例の一部を改正する条例制定について

日程第１７ 議案第７９号 平成２８年度美幌町一般会計補正予算（第６号）について

日程第１８ 議案第８０号 平成２８年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について

日程第１９ 議案第８１号 平成２８年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について

日程第２０ 議案第８２号 平成２８年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて

日程第２１ 議案第８３号 平成２８年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第３号）

について

日程第２２ 議案第８４号 平成２８年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第



－ 2－

１号）について

日程第２３ 議案第８５号 平成２８年度美幌町水道事業会計補正予算（第２号）につい

て

日程第２４ 議案第８６号 平成２８年度美幌町病院事業会計補正予算（第２号）につい

て

日程第２５ 報告第１９号 専決処分の報告について（町道第７７０号道路上の車輌破損

事故による損害賠償）

○出席議員

     １番 髙 橋 秀 明 君      ２番 大 江 道 男 君

     ３番 新 鞍 峯 雄 君      ４番 上 杉 晃 央 君

     ５番 稲 垣 淳 一 君      ６番 戸 澤 義 典 君

     ７番 早 瀨 仁 志 君      ８番 岡 本 美代子 君

     ９番 坂 田 美栄子 君  副議長１０番 吉 住 博 幸 君

    １１番 橋 本 博 之 君     １２番 中 嶋 すみ江 君

    １３番 古 舘 繁 夫 君  議 長１４番 大 原   昇 君

○欠席議員

なし

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員

  美 幌 町 長       土 谷 耕 治 君
教 育 委 員 会       
教育長職務代理者

加 藤 哲 彦 君

  監 査 委 員       髙 木   清 君

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員

副 町 長       平 井 雄 二 君   総 務 部 長       広 島   学 君

  民 生 部 長       高 崎 利 明 君   経 済 部 長       矢 萩   浩 君

  建設水道部長       小 西   守 君   病 院 事 務 長       但 馬 憲 司 君

  会 計 管 理 者       植 木 恒 則 君   事務連絡室長       中 村 敏 文 君

  総 務 主 幹       石 澤   憲 君   電 算 主 幹       河 端   勲 君

  まちづくり主幹       露 口 哲 也 君   政 策 主 幹 小 室 秀 隆 君

  財 務 主 幹       小 室 保 男 君   契約財産主幹       大 場 正 規 君

  税 務 主 幹       田 中 三智雄 君   環境生活主幹       佐々木   斉 君

  児童支援主幹       武 田 孝 司 君   福 祉 主 幹       遠 藤   明 君

  健康推進主幹       佐 藤 和 恵 君   社会福祉主幹       多 田 敏 明 君

  農 政 主 幹       渡 辺 靖 行 君   耕地林務主幹       伊 成 博 次 君

商 工 主 幹 後 藤 秀 人 君   観 光 主 幹 那 須 清 二 君

建 設 主 幹       川 原 武 志 君   施設管理主幹       中 沢 浩 喜 君

  建 築 主 幹       西   俊 男 君   水 道 主 幹       御 田 順 司 君

  病院総務主幹       遠 國   求 君   事務連絡室次長       志 賀   寿 君

  教 育 部 長       高 木 恵 一 君   監査委員室長       谷 川 明 弘 君
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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

８年第６回美幌町議会臨時会を開会しま

す。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、１１番橋本博之さん、１２番

中嶋すみ江さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る１１月４日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

２８年第６回美幌町議会臨時会の開会に当

たり、去る１１月４日議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。

本臨時会に付議された案件は、議会提出

案件として、９月定例会において決算審査

特別委員会に付議された平成２７年度決算

認定について、一般会計等及び企業会計の

両決算審査特別委員会により、審査結果の

報告８件、町提出案件といたしましては、

専決処分の承認１件、条例の改正５件、補

正予算８件、専決処分の報告１件がありま

す。

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期につきましては、本日１日限りといた

します。

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには真摯な

答弁と対応をお願い申し上げまして、議会

運営委員会委員長としての報告といたしま

す。

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本臨時会の会期を１日間

としたいと思いますが、御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎提出案件の概要説明

○議長（大原 昇君） 町長から、本臨時

会に提出しております案件について、概要

説明をしたいとの申し出がありますので、
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発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成２８年第６回美幌町議会臨時会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、提出案件の概要について

御説明を申し上げます。

専決処分の承認について。

承認第１４号平成２８年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算第２号については、

終末処理場しさ脱水機の修繕のため急を要

したことから専決処分をいたしましたの

で、御承認を賜りたいのであります。

条例の改正について。

議案第７４号につきましては、国家公務

員の一般職の職員の勤務時間・休暇等に関

する法律の一部改正に準じ、職員の介護休

暇の一部改正及び介護時間の新設を行おう

とするものであります。

議案第７５号及び議案第７６号につきま

しては、本年度の人事院給与勧告に基づ

く、特別職の国家公務員及び一般職の国家

公務員の給与改定に準じ美幌町議会議員及

び町長等の期末手当の支給割合を決定しよ

うとするもので、関係する条例について議

決をいただきたいのであります。

議案第７７号及び議案第７８号につきま

しては、本年度の人事院給与勧告に基づく

国家公務員の給与改定に準じ、職員の給

料、扶養手当及び勤勉手当の支給割合等を

改定しようとするものであります。

平成２８年度各会計補正予算について。

一般会計につきましては、職員の給与改

定及び会計間異動に伴う人件費の補正など

を行おうとするものであります。

特別会計・企業会計につきましては、一

般会計と同様に職員の給与改定及び会計間

異動に伴う人件費の補正のほか、公共下水

道特別会計については、事業調整に伴う建

設事業費の変更などを、水道事業会計につ

いては、浄水場フロック形成池の駆動装置

修繕などをそれぞれ補正しようとするもの

であります。

なお、細部につきましては後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げ、提出案件の概要説明といたしま

す。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 認定第１号から

日程第８ 認定第６号まで

○議長（大原 昇君） 日程第３ 認定第

１号平成２７年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第４ 認定第２号

平成２７年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第５ 認

定第３号平成２７年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第６ 認定第４号平成２７年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第７ 認定第５号平成２７年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第８ 認定第６号平成２７

年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出

決算認定について、以上６件を一括議題と

いたします。

この件につきましては、平成２８年度第

５回定例会において、一般会計等決算審査

特別委員会に付託いたしておりますので、

その審査結果報告書の審査の結果以降につ

いて、職員に朗読させます。

○議事係（寺田 好君） ３、審査の結

果。

関係書類の提出、あるいは関係職員の出

席を求めるなどして慎重に審査した結果、

適正に予算が執行された決算として認定す

べきものと決定した。

なお、一層の行政効果を期待し、次のと

おり審査意見を付すこととした。

審査意見。

（１）一般会計全般について。
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平成２７年度一般会計決算は、国の経済

財政政策による地方への景況に波及効果が

極めて乏しい中、財政運営計画に基づく経

費の縮減、行政改革に努めた結果、実質収

支は７,８５２万円の黒字、単年度収支は

１,６５７万９,０００円の赤字となった。

経常収支比率は７５.９％、前年度比２％の

減少、実質公債費比率（３カ年平均）９.

４％、前年度比０.６％の改善が見られた。

自主財源である町税や道支出金が減少した

ものの、地方交付税や地方消費税交付金の

増加による財源確保された結果である。

本町の平成２７年度末人口は、２万２５

７人で前年度末と比較しても３５１人の減

少となり、ここ５年間では１,２９３人の減

少で、少子化対策や定住・移住促進策の推

進が強く求められている。一方で、高齢化

の進展により社会福祉関連経費の増大や公

共施設の老朽化に伴う維持補修費の増嵩が

見込まれ、依然として厳しい財政運営が続

くことは避けられない。

平成２７年１０月策定のまち・ひと・し

ごと創生総合戦略や第６期美幌町総合計画

により、優先度の高い施策を確実に推進

し、住民福祉の充実を図りつつ、引き続き

健全な財政運営の努力を期待したい。

（２）収入率向上対策について。

公営住宅使用料の現年度分収入率は、３

年連続で１００％を達成したことは、全道

における同規模の住宅戸数の市町と比べて

みても、特筆すべきもので高く評価した

い。

町税収入率は前年度比０.７％増の９６.

４％と、昭和５８年度以降最高となり、特

に現年度分はほとんどの税目が前年度を上

回る高い収入率を達成。税以外の各種収入

においても、いずれも９９％を超える高い

収入率を達成し、全庁的な収入率向上対策

の成果があらわれており評価したい。

引き続き、負担の公平性と適正化を図る

ため、収入率向上に取り組まれたい。

（３）国民健康保険特別会計について。

国民健康保険税においても、一般会計同

様に現年度収入率９７.８％と、昭和５４年

度以降で最高となり、職員の努力を評価し

たい。しかしながら、滞納繰越額は前年度

比７.１％減少しているものの、１億２,２

３３万９,０００円と多額であり、一層の収

入率向上に取り組まれたい。

１人当たりの療養の給付費は３８万１,８

２３円で、前年度比２万１,８３９円の増加

する中、予防対策や各種検診受診率向上に

努めた結果、平成２７年度末基金残高は、

出納閉鎖期間中積立額を含めると、３億４,

５０３万１,０００円を保有している。

平成３０年度から市町村国民健康保険事

業の広域化に伴い、北海道に移行となるこ

とから、平成２９年度国民健康保険事業運

営に当たり、国庫支出金、道支出金等の財

源確保とあわせて、医療費積算の適正化、

基金残高を活用し、国民健康保険税の１人

当たり負担額の軽減策に努めるべきであ

る。

４、少数意見の留保。

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。

○議長（大原 昇君） 本件について、委

員長の報告を求めます。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 〔登壇〕 平成２

８年９月１５日から６回にわたり委員会を

開催し、提出された書類及び関係職員から

説明を求めるなど慎重に審査した結果、適

正に予算が執行された決算として認定すべ

きものと決定しました。

なお、一層の行政効果を期待し、付した

審査意見は職員が朗読したとおりでありま

す。

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、認定第１号から認定第６号ま
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での６件を一括採決します。

この採決は起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。

この決算は、委員長の報告のとおり、認

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第 ９ 認定第７号から

日程第１０ 認定第８号まで

○議長（大原 昇君） 日程第９ 認定第

７号平成２７年度美幌町水道事業会計決算

認定について、日程第１０ 認定第８号平

成２７年度美幌町病院事業会計決算認定に

ついて、以上２件を一括議題といたしま

す。

この件につきましては、平成２８年第５

回定例会において、企業会計決算審査特別

委員会に付託いたしておりますので、その

審査結果報告書の審査の結果以降につい

て、職員に朗読させます。

○事務局次長（橋本美典君） ３、審査の

結果。

関係書類の提出、あるいは関係職員の出

席を求めるなどして慎重に審査した結果、

両会計ともに適正に予算が執行された決算

として認定すべきものと決定した。

なお、今後とも一層の努力を望み、次の

とおり審査意見を付することとした。

審査意見。

１、水道事業会計について。

人口減少に比例して、一般家庭用使用水

量が減少する中で、工場用及びその他業務

用水量が増加したため、平成２７年度の総

配水量は、前年度に比べ２２０万８,０００

立方メートル、１.７％増加した。しかし、

有収率は９０.８％あるものの、昨年度と比

較すると１.４％低下している。これは、漏

水と不明水などが原因でもあり、老朽配水

管の計画的な更新とあわせて、原因究明に

努力されたい。

水道料金は、平成６年度以降据え置かれ

る中、着実に利益を計上してきた。今後は

その実績と経験を生かし、美幌の水のおい

しさ、安心・安全等をより積極的に周知し

つつ、さらに収益の増加に努められたい。

災害に強い水道施設づくりに当たって

は、耐震診断結果に基づく水道施設耐震化

計画の早期策定を図り、早急な管路の耐震

化及び貯水機能付き配水管の布設等、災害

時に真に役立つ水道施設について検討され

たい。

２、病院事業会計について。

医師招聘の努力により常勤医師１０名、

１０科の診療体制となり、平成２６年度に

比べ患者数で２万２,０２２人、３１.０％

増となり、診療収入総額も３億６,２１６万

４,０００円、２９.８％増となった。しか

し、純損失額は１億１,３４０万円で、前年

度よりも１億９１万６,０００円減少した

が、いまだ１億円以上の純損失を計上して

いる。

平成２６年度から地方公営企業会計制度

が改正され、民間企業との経営比較が容易

となったことから、町民に対する説明責任

を十分果たすべき経営努力が引き続き必要

である。

また、地域の基幹病院としての機能を維

持するため、引き続き医師及び看護師等医

療従事者の確保に努め、眼科医の常勤化・

婦人科開設・訪問診療等、地域に根差した

診療体制の充実を図るとともに、地域医療

構想が示されたことから、病院設置者とし

て、今後の病院経営及び町立病院のあるべ

き方向性を早急に示し、施策を講ずるべき

である。

４、少数意見の留保。

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。

○議長（大原 昇君） 本件について委員

長の報告を求めます。
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３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君） 〔登壇〕 平成２

８年９月１５日から７回にわたり委員会を

開催し、提出された書類及び関係職員から

説明を求めるなど慎重に審査をした結果、

両会計とも適正に予算が執行された決算と

して認定すべきものと決定しました。

なお、今後とも一層の努力を望み、付し

た審査意見は職員が朗読したとおりであり

ます。

また、委員長として、口頭による補足意

見を２件申し上げます。

１点目、水道事業会計について。

美幌町水道事業の配水能力は、１日１万

１,２５０立方メートルであるが、平成２３

年度以降の１日の最大配水量は、平成２６

年度の７,０８４立方メートルが最高となっ

ている。人口減少に伴い使用水量も減少し

ていくことから、今後の施設・設備の整備

に当たっては、過大な投資とならないよう

十分検討願いたい。

また、日並浄水場は２４時間体制で管理

していることから、よりきめ細やかな配水

量の管理と適正な施設の維持管理により経

費節減に努められたい。

２点目、病院事業会計について。

平成２７年度の医療収益において、特筆

すべき診療科目が顕著に見受けられた。よ

って、診療科目において医師複数体制を検

討すべきである。

以上であります。

○議長（大原 昇君） 委員長報告に対す

る質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、認定第７号及び認定第８号に

ついてを一括採決します。

この採決は起立によって行います。

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。

この決算は、委員長の報告のとおり、認

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 承認第１４号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 承認

第１４号専決処分の承認についてを議題と

します。

直ちに提出者の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の９

ページをお開き願います。

承認第１４号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項によりこれを町議会に報告し承認を

求めるものであります。

１０ページをごらん願います。

専決処分書。

平成２８年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第２号）について、終末処理場

しさ脱水機の修繕のため急を要するので、

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。

専決日につきましては、平成２８年１０

月２５日であります。

１２ページをお開き願います。

専決内容について御説明を申し上げま

す。

平成２８年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第２号）。

平成２８年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算第２号は、次に定めるところに

よる。

この補正につきましては、平成１０年に

設置されたしさ脱水機、これは各家庭から

の下水道流入水に含まれるごみなどを破砕

した後に、そのごみなどを脱水するための

機械でありますが、経年劣化が原因と考え

られます脱水のためのスクリュー軸が剪断
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するという故障が発生しました。この機械

は、下水処理のため重要な機械であり、修

繕を急ぐ必要がありますが、既に本年度修

繕予算が執行済みであることから、修繕に

必要な額を下水道特別会計内で財源調整を

しながら、必要な予算計上を行ったもので

あります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１６６万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１億９,２０

２万８,０００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げますので、２１ページ、２

２ページをお開き願います。

３、歳出であります。

２目、維持管理費、終末処理場維持管理

事業、２行目の修繕料４００万円の増は、

先ほど申し上げました、しさ脱水機の修繕

に係る費用でございます。

その上の光熱水費は、修繕料の財源の一

部に充てるため、今後の電気料執行見込み

を勘案し、予算額３,７９４万７,０００円

から２３４万円を減額するものでありま

す。

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１９ページ、２０ページにお戻り願

います。

２、歳入。

このページの歳入は、歳出の増額に対す

る財源を下水道特別会計の前年度繰越金に

求めるものであり、２７年度決算における

繰越金は今回で全て予算化されたものであ

ります。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ２２ページで、先

ほど部長の説明で財源確保のためにという

ことで、電気料を３,７５０万円ぐらいから

７％ぐらい減額し、２３４万円ということ

なのですけれども、今の時点で結構大きな

減額なのですが、減額できる理由というの

がどういうところにあるのか教えてくださ

い。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 当初予算

の中では、この光熱水費につきましては、

電気料及び水道料を計上しているところで

あります。毎年度の決算状況から今年度の

決算見込みを考えているところであります

けれども、平成２７年度の決算額が２,９５

１万２,０００円ということでありますが、

当初予算の中では若干の電気料の増加も見

込みながら予算計上をしておりますので、

これからのことも考えまして、この減額に

ついては対応できるということで予算を減

額しているところでありますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸沢義典君） 脱水機の修繕料の

お話ですけれども、スクリューの軸の剪断

が故障の原因ということで、平成１０年設

置ということでしたけれども、今回の修繕

は脱水機自体を入れかえる、要するに新品

入れかえなのか、スクリュー軸の部品を交

換するのか、その整備の要領について。そ

れから、平成１０年から今までに、このよ

うな違った原因の故障があったのかどうか

について２点お聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 今回の修

繕の範囲でございますが、しさ脱水機を全

て取りかえるのではなく、そのスクリュー

軸の前後のベアリング等を含めて、その関

係する部分を取りかえるということで、本

体及び台座部分はそのまま利用するという

ことでございます。

それから、平成１０年に設置されたとい

うことでございます。これまでの整備の状

況でございますが、ほぼ５年から６年ごと
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にオーバーホールを実施しながら、維持管

理をしてまいりました。その中では大きな

故障がなく、オーバーホールの範囲で部品

の交換等で済んできたところでございます

が、今回大きくスクリュー軸が剪断、要す

るに破断でございますが、剪断するという

修繕が発生しましたので、今回取りかえよ

うとするものでありますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） お聞かせ願いた

いと思います。特別な負荷がかかって、急

に予測しない故障というか、事故ならむし

ろ理解しやすいのですけれども、部長の説

明では、経年劣化という言葉を使われまし

た。私は、管理体制というのは経年劣化も

含めて大きな事故に至る前に、例えば航空

機の話を例として打ち出しますと、見た目

は壊れていなくても、１０年もしくは、今

は数字は妥当な数字を言っているわけであ

りませんが、何年、何十時間とか、何百時

間になったら故障する前に、機能しなくな

る可能性が大、事故につながることが大だ

ということで、取りかえるとか入れかえる

とか、そういう対応の管理をしていると思

います。そういう意味で、オーバーホール

を他の議員の質疑の中でしていると言いな

がらも、根本的なこの機器の管理体制とい

うのは、結果として壊れてしまってから対

応をとるべきなのか、今おっしゃられたよ

うに、平気で経年劣化と言われるのであれ

ば、事前に何年過ぎたから取りかえるべき

だというような議論はないのか。また、そ

ういう仕組みの管理体制はとれないもの

か、ということであります。

２点目。今、軸とおっしゃられました。

この軸は全体的機能を果たすために、その

部分の４、５本あっての１本なのか、その

１本が全体を動かすものなのか、そこら辺

も説明していただければありがたいと思っ

ています。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の１点目の、経年劣化が考えられるという

ことでございます。それで、経年劣化とし

て考えられるという断定的なものでは実際

にはないのですが、破断した後の機械の様

子を見ると、脱水する大きなごみが、その

付近にあるという状況でなかったというこ

とから考えると、負荷がそれなりにかかる

機械でございますので、負荷はもちろんか

かっていたわけでございますが、特定でき

るものがなかったということで、経年劣化

が考えられるということで御説明させても

らいました。

それで、平成１０年から１８年経過して

いる機械でございます。機械にはそれぞれ

耐用年数がございますが、現実にはその耐

用年数できっぱりと交換しているわけでは

なく、オーバーホールをしながらできるだ

け長く利用しているというのが現状でござ

います。議員さんがおっしゃるとおり、重

要な機械でありますので、その辺について

は、これからも利用状況、また機械のメー

カーとも相談をしながら、適切な時期に交

換も考えていかなければならないと考えて

おりますので、よろしくお願いします。

それから、スクリュー軸でございます

が、これは２本ありまして、２本の間にご

みを巻き込んで、そこで脱水するという機

械でございます。昔の洗濯機の間に服を入

れて絞っていくのと似たようなスクリュー

軸でございます。その２本の軸のうちの１

本が破断をしたということでございます。

そのような形ででございますが、今回修繕

するのは、同じ製造年のものでありますの

で、２本一緒に取りかえるよう進めており

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。
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これから、承認第１４号専決処分の承認

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 議案第７４号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第７４号美幌町職員の休日及び休暇等に関

する条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２３ペー

ジになります。

議案第７４号美幌町職員の休日及び休暇

等に関する条例の一部を改正する条例制定

について御説明を申し上げます。

美幌町職員の休日及び休暇等に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定

しようとする。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の１

ページをお開き願います。

資料１、議案第７４号関係。

美幌町職員の休日及び休暇等に関する条

例の一部を改正する条例制定について。

今回の改正につきましては、平成２８年

度人事院勧告に基づき、職員の介護休暇の

分割、介護時間の新設を行おうとするもの

でございます。

改正内容でございます。まず１点目とし

て、介護休暇の分割で、従来の一つの要介

護状態ごとに連続する６カ月の期間を一つ

の要介護状態ごとに３回以下、かつ合計６

カ月以下の範囲内で分割を可能とするもの

でございます。

２点目につきましては、介護時間の新設

でございます。一つの要介護状態につき連

続する３年の期間内、１日につき２時間以

下で勤務をしないことを承認できる制度と

するものでございます。

また、当該勤務をしなかった時間は無給

とする規定の新設でございます。

施行日につきましては、平成２９年１月

１日。

なお、本条例改正に係ります新旧対照表

を２ページ、３ページに、人事院勧告の骨

子を４ページに添付をしておりますので、

御参照いただきたいと思います。

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 美幌町の職員に

おいて、今までの決まりの中で、不都合が

あったのか、なかったのか。もしあれば、

お示ししていただきたいと思っているとこ

ろでありますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 条例制定をし

てから、介護休暇の取得については実績と

しては１件もございません。

ただ、より介護休暇を取得するための今

回の改正でございますので、御理解をいた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第７４号美幌町職員の休

日及び休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。
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したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 議案第７５号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第７５号美幌町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２４ペー

ジになります。

議案第７５号美幌町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の５

ページをお開きいただきたいと思います。

資料２、議案第７５号関係。

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定

についてでございます。

改正趣旨につきましては、平成２８年１

２月の期末手当及び平成２９年度以降の期

末手当支給割合の変更措置を講ずるもので

ございまして、本年８月８日に出されまし

た人事院勧告において、国家公務員の給与

改定に準じ、特別職の改定もされたことか

ら、本町議会議員につきましては、国会議

員に準じた支給割合となっていることか

ら、期末手当の年間支給割合を０.１カ月分

引き上げるものでございます。

なお、平成２８年度及び平成２９年度以

降の支給月数は、記載のとおりでございま

す。

また、６ページに本条例改正に係ります

新旧対照表を添付しておりますので、御参

照いただきたいと思います。

施行日につきましては、記載のとおりで

ございます。

以上、ご説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７５号美幌町議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１４ 議案第７６号

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第７６号美幌町長等の給与等に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２５ペー

ジでございます。

議案第７６号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

するもので、記以下につきましては参考資

料で御説明を申し上げますので、参考資料

の７ページをお開きいただきたいと思いま

す。

資料３、議案第７６号関係。

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例制定についてでございま
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す。

改正趣旨につきまして、町長等の平成２

８年１２月の期末手当並びに平成２９年度

以降の期末手当支給割合の変更措置を講ず

るものでございます。

改正内容といたしまして、今回、町長・

副町長・教育長について、国家公務員の給

与改定に伴いまして、期末手当の支給割合

を現行の４.２カ月分から４.３カ月分に改

定を行うものでございます。

なお、給料月額の改正は行わず、期末手

当の支給割合のみの改定を行うものでござ

いまして、平成２８年度及び平成２９年度

以降の６月期、１２月期のそれぞれの支給

割合につきましては、記載のとおりでござ

います。

施行日につきましては、ここに記載のと

おりでございます。

また、条例改正に伴います新旧対照表を

８ページに添付をしておりますので、御参

照いただきたいと思います。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７６号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１５ 議案第７７号

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第７７号美幌町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題と

します。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案の２６ペ

ージでございます。

議案第７７号美幌町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例制定について御

説明を申し上げます。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の９

ページをお開きいただきたいと思います。

資料４、議案第７７号関係。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例制定についてでございます。

改正趣旨につきましては、人事院勧告に

基づく給与の改正を行おうとするものでご

ざいます。

改正内容でございますけれども、本年８

月８日に出されました人事院勧告に基づ

き、本町においても国と同様の措置を行う

ものであります。

まず給料につきましては、再任用職員も

含め、俸給表を４００円の引き上げを基本

として、初任給については１,５００円、若

年層についても同程度の引き上げを行い、

０.２％の平均改定を行うもので、平成２８

年４月１日からの適用となります。

２番目の期末勤勉手当につきましては、

再任用以外の職員については、現行４.２カ

月分を０.１カ月分上げ４.３カ月に、再任

用職員につきましては、現行２.２カ月分を

０.０５カ月分引き上げ、２.２５カ月分に

しようとするものでございます。

なお、平成２８年度、平成２９年度以降

の６月期及び１２月期における支給割合に

ついては、記載のとおりでございます。

次に３番目の扶養手当ですが、配偶者に

係る扶養手当を現行の月額１万３,０００円
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から月額６,５００円に、子に係る扶養手当

を月額６,５００円から月額１万円に、また

職員に配偶者がいない場合の扶養手当月額

１万１,０００円を廃止しようとするもので

ございまして、平成２９年４月１日からの

適用となりますが、１年間の経過措置を講

ずることとして、経過措置の内容につきま

しては、表の中に記載のとおりでございま

す。

また、今勧告の中で職員の介護休暇制度

の中に、介護時間が新たに創設されたこと

から、介護時間の休暇にかかる部分の給与

の減額についての規定も改正をしておりま

す。

なお、本条例の改正に係ります適用年月

日につきましては、それぞれ表に記載のと

おりでございます。

なお、参考資料の１１ページから１４ペ

ージに新旧対照表を、１５ページ、１６ペ

ージに、給与勧告の骨子を、１７ページか

ら３３ページに各給料表の比較表を、３４

ページに本給与改定に係る所要額調書を添

付しておりますので、参照いただきたいと

思います。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） まず、参考資料

について話をさせていただきたいと思いま

す。

まず、９ページの勤勉手当が上がる、下

がるという言い方よりも、私は、これは最

高限度額という意味のお話かと思っている

のです。そういう意味で、勤勉手当という

意味では最高額だと、私の認識では最高額

にしても、どういう査定を持って実際手当

を支給しているのかということを確認して

おきたい。過去に、勤勉手当について、ど

のような事件・事情が発生したかも合わせ

てお伝え願いたい。

次に、１０ページの配偶者のことをお聞

きしておきたいと思います。

今回の御提案は、経過措置があったにし

ても、現行の配偶者１万３,０００円から最

終的には６,５００円になるという御提案だ

と思っています。そういう意味では、私は

配偶者というのは、家庭において収入のあ

る方を含めて、家庭を支えるという意味で

は大きな役割を果たしていると、個人的意

見を持っています。そういう意味では、町

長さんにおかれましては、職員にとっては

雇用主であり、民間でいえば社長でありま

す。今回、配偶者が将来にわたって、簡単

に言えば、数字の上では半額になる。そう

いう意味内容では、どのように町長は判断

されたのかということをあわせてお聞かせ

願いたいと思っています。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まず、１点目

の勤勉手当の支給基準でございます。

現行におきましては、それぞれ基準日以

前にどれだけの休暇あるいは疾病によって

勤務をしなかったということで、その期間

に応じた支給率という形で支給をしている

ところでございます。

２点目の扶養手当は、私が答えてもよろ

しいでしょうか。扶養手当の改正について

でございますけれども、この間論議をされ

てきた内容を踏まえて、御答弁をさせてい

ただきたいと思います。

配偶者の扶養手当につきましては、高度

経済社会時においては家庭を守る役割が高

く、一定の必要性の理解は得られてきたと

いう論議がされているようでございます。

ただ、ここにきて社会あるいは経済の変化

に伴い、家庭内におけます役割が変化をし

てきているというところで、一方において

は子育てについてその重要性が高まってき

たということから、今回の配偶者扶養手当

と子に係る扶養手当の改正の勧告というこ

とになっているところでございます。

○議長（大原 昇君） 町長。
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○町長（土谷耕治君） 配偶者手当のこと

についてでありますけれども、今回の人事

院勧告については、安倍首相の要請に基づ

いて人事院において調査をして、こういっ

た経過が出てきたということであります。

それで、私の推測も含めてお話しします

と、１万３,０００円を６,５００円にされ

るということで、６,５００円減額になりま

すので、それを原資に子供さんについては

値上げをしていこうということであります

ので、一つには、やはり少子化対策がある

だろうと思っております。

もう一つは、女性の活躍の場をどうする

かという時に、所得で１３０万円以下の方

については１万３,０００円を支給するとい

うことでありますから、これを下げること

によって、女性が社会参加に向かうのでは

ないかというような考え方も含めて２面性

があるのではないかと、私は思っていると

ころでございます。以上であります。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今、町長のお答

えを聞いた中で、これはあくまでもこの議

案に対してすべきものだと思っています

が、例えば子供さんに厚くという趣旨のこ

と、それから女性の社会進出を狙っている

のではないかという思いを述べられたと承

知していますが、私はもともと、美幌町と

いう自治体においても、こういう仕組みも

本来は真似することは――もちろんやめな

さいというわけではいけれども、美幌町で

はこうするよというしっかりとした根拠・

考えもあってもいいのかなというのが、原

点にはあります。でも、一つだけ、これは

反論という言い方ではなくて、私の思いと

して純粋に受け止めていただきたいのです

が、高度成長時期ということではなくて、

配偶者が家庭内においてやっている役割と

いうのは、むしろ増えたのではないかと捉

えるところなのです。ですから、私がお聞

きしたかったのは、国の方針も含めた中

で、美幌町としてどうあるべきだという考

えがあってしかるべきではないか。もし、

国の方針に従うについても、別枠で、例え

ば補填をするとか、美幌の条例で給料体系

も決められるわけですから、そういう思い

があっての話なのか、単に国がこの方針だ

からというのではなくて、そういう過程の

中で美幌町として、雇用主として、これが

本当に社会情勢という言葉は、わかるよう

なわからないような私は迷っている最中で

ありますが、女性の家庭を支えてくれる力

というのは、子育ても含めて、それから自

分の両親、配偶者の両親もいろいろな介護

も含めてもです。むしろ仕事量、仕事量と

言ったら語弊がありますが、やるべきこ

と、しなければいけないことはたくさんふ

えたのだろうと、私は逆に思っているとこ

ろであります。そういう意味では、今の答

弁、私個人としては承服できないことであ

りますけれども、これはこれとして、これ

とタイアップして、美幌町独自の何かしら

の方針を出す思いはないのか、ついでであ

りますが町長さんに一言聞いておきたいと

いうところであります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 家庭を支えるとい

う面では、主婦といいますか奥さん方は大

変な苦労をされていると思いますけれど

も、ただ、子供さんも家族を支えるという

ような、希望であったり、責任感であると

か、お父さんにしたらそういうものがあっ

て、やはり一定の役割を果たしているので

はないかと思っておりますし、また、これ

は時代の要請というようなことも配慮しな

ければいけないと思っております。

私どもは、これを決定するに当たって、

やみくもに人事院勧告が出て、国公準拠だ

からそれを全てよしということではなく

て、一つの判断というようなことで我々も

それに賛同するという立場で、今回は提案

させていただきました。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ
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ん。

○１０番（吉住博幸君） そこでこの表。

皆さんの目にも触れていると思いますが、

実は美幌町の１世帯当たり平均２人までい

っていないと思います。１.３～１.４人の

間だったと記憶していますが、そう見た場

合、これは職員の給与に関する条例であり

ますが、例えば、３世帯に子供が合計で４

人いたとする。簡単に言えば、人の体とい

うのは１.３人と数えられないのです。結果

として子供さんが１人いる家庭、あえてい

えば２人いる家庭、もしくは３人という個

体数の人数でかかわることだというお話を

少し耳にしておいていただきながら、私の

聞きたいのは、では現行と比べて将来にお

いても、例えば妻、子供が１人、現行で言

えばそういう家族構成であれば、現行は１

万９,５００円。でも将来において、そうい

う家庭においては１万６,５００円。２人い

るところは６,０００円幾らか将来において

伸びるのでありますが、美幌町内において

も、そういう数字の中で論議していった場

合、現行よりも下がる、全体として見た

ら、家庭内でいただいている扶養手当とい

うのは、もちろん、将来において２人、３

人いるところはふえるのでしょうけれど

も、子供さんがあえて１人の家庭、もちろ

ん妻がいてです。減るということも加味し

た場合、これは、先ほど仰られた子供に対

して手厚くという言葉は、言葉としてお聞

きしましたが、現状も踏まえた場合に、負

の判断の手当の改定ではないかと思うとこ

ろですが、もし町長さんにおかれまして

も、苦しい決断だと思いますが、そこら辺

の整理は、どう思っていらっしゃるのでし

ょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 負の改定でな

いかということについてでございますけれ

ども、将来、職員の中で扶養すべき子供の

人数がどの程度になるかということについ

ても大きくかかわってくるだろうというよ

うに思いますので、一概に比較はできない

だろうと思いますけれども、現行の制度と

３０年度本則に基づいて施行される時期に

比べますと、配偶者の扶養手当については

月額でございますけれども、今９１名配偶

者扶養手当を支給している職員がおり、５

９万１,５００円が減額になると。一方にお

きましては、職員の中に扶養している子供

が１８６名いますので、この部分の増額分

については６５万１,０００円の増というこ

とで、この数字を見ただけで必ずしも負の

改定ではないというように思っています。

ただ、この扶養手当については、支給され

る年数が決まっております。配偶者の扶養

手当については、配偶者がいる間支給をさ

れるということからいけば、生涯賃金とし

ては減少に行くのだろうということは想定

されますけれども、ただ、先ほど町長も答

弁したとおり、時代の流れと女性の活躍を

一層願うということも含めて今回、町とし

ての改正の中で決定をさせていただいたと

いうことでございますので、ぜひともご理

解をいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、部長からも時

代の流れというお話がありました。私は、

女性が社会に進出するためにこういった側

面があるでではないかというようなお話を

１回目の答弁でさせていただきましたけれ

ども、所得控除の中でも１０３万円、１３

５万円と論議されていますけれども、そう

いった中では時代の流れだということを改

めて思っているところでございます。その

ような中で、我々はこれを認識して、我々

の条例の中でしっかりと改正をしていくと

いう決断を固めたところでございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 人事院勧告の本体

は、民間給与との格差を是正しようという

プラスの側面がありますので、提案するに

当たって、前段で町職員組合との間で交渉
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された事項なのだろうと思っています。

本俸部分は上がっているのですが、配偶

者に係る手当について削減になるという部

分について、先ほど単年度だけで見ていけ

ば子育ての部分が若干ふえるということな

のですが、当然に扶養が外れた、外れてい

くことによって、配偶者はあくまで生涯配

偶者手当が支給されるというようなことも

あって、職員の率直な気持ちというのは、

あったのだろうと思います。参考のため

に、配偶者手当の削減とそれから子育てに

それが使われるというのをトータルとし

て、一体どういうような職員の率直な気持

ちが示されていたのか聞かせていただきた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 人事院勧告に

係ります給与・手当の改正については、職

員組合との交渉も実施をさせていただいた

ところでございます。

職員の意向としては、やはり配偶者の扶

養手当の減額については、最終的には御理

解をいただいたところでございますけれど

も、協議の中では一定程度、違和感を感じ

ているところもあったというように感じて

おります。ただ、組合との協議の中でも、

子供たちをどう育てていくかと、今の給与

制度の中で若年層、一番子育てが大変なと

きにどのように生活費を確保していくかと

いうことを踏まえて、最終的には１１月２

日に職員組合とも妥結をさせていただきま

したけれども、そういったことも理解をい

ただきながら、本条例の提案ということに

なったということで御理解をいただきたい

と思います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで、質疑を終

わります。

これから、議案第７７号美幌町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例制定

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

暫時休憩します。

再開は１１時２５分といたします。

午前１１時１２分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時２５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１６ 議案第７８号

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第７８号美幌町一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案４１ペー

ジになります。

議案第７８号美幌町一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例制定について御説明を申し

上げます。

美幌町一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとするというこ

とで、記以下につきましては、参考資料で

御説明をさせていただきますので、参考資

料の３５ページをお開きいただきたいと思

います。

資料５、議案第７８号関係。

美幌町一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例の一部を改正する条

例制定についてでございます。

改正目的につきましては、一般職の任期

付職員の平成２８年１２月の期末手当及び
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２９年度以降の期末手当の支給割合の変更

措置を講ずるものでございまして、この改

正につきましても、人事院勧告におけます

国家公務員の給与改定を基礎として、期末

手当を現行の３.１５カ月分から０.１カ月

分引き上げて、３.２５カ月分にしようとす

るものでございます。

なお、それぞれの支給割合につきまして

は、表に記載のとおりでございます。

施行日についても、記載のとおりでござ

います。

３６ページに新旧対照表を添付させてい

ただいております。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７８号美幌町一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例制定についてを

採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１７ 議案第７９号

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 議案

第７９号平成２８年度美幌町一般会計補正

予算（第６号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案４２ペー

ジでございます。

議案第７９号平成２８年度美幌町一般会

計補正予算（第６号）について御説明を申

し上げます。

平成２８年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,０３９万５,０００円を減額

し、歳入歳出それぞれ１０３億１,７６５万

１,０００円としようとするものでございま

す。

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げますので、５１ペー

ジ、５２ページをお開きをいただきたいと

思います。

３歳出。

１款、議会費、職員手当等３９万７,００

０円の増につきましては、先ほど議決をい

ただきました支給率の改定に伴う増でござ

います。

それから、２款、総務費の徴税費、税務

徴税費の軽自動車検査情報利用負担金４万

５,０００円の増でございますけれども、本

年度より経年車重課、グリーン化特例が導

入され、その判定に検査情報を利用してい

るところでございますが、当初、新規取得

あるいは廃車・移転を想定しておりました

けれども、車検においてもこの情報取得が

必要だということから、不足が生じたこと

によります補正でございます。

それから、３款、民生費につきまして、

国民健康保険特別会計繰出金１０５万６,０

００円の減、それから高齢者福祉費の後期

高齢者医療特別会計繰出金１８万２,０００

円の増、それからその下の介護保険特別会

計繰出金４０万８,０００円の減、いずれも

給与改定、会計間異動による補正でござい

ます。

それから、４款、衛生費、保健衛生総務

費の病院事業会計補助金１４０万３,０００

円の減につきましては、医師退職に伴いま

す基礎年金拠出負担金の減による減額の補

正でございます。

次に、５４ページをお願いをいたしま
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す。

８款、土木費の公共下水道特別会計繰出

金３８２万１,０００円の減につきまして

は、給与改定、会計間異動によります人件

費整理に伴います減でございます。

１２款、職員給与費の特別職給２１万４,

０００円の減につきましては、支払い遅延

で６月議決をいただきました、町長及び副

町長の１０％の減額に伴います減分を計上

させていただいたところでございます。

それから、その下の一般職給から職員福

祉協会負担金までの補正につきましては、

給与改定、会計間異動に伴う補正でござい

ます。

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、議案５０ページをお開きいただき

たいと思います。

１８款、繰入金でございます。財政調整

基金繰入金の減６９２万６,０００円。

それから、公共施設整備基金繰入金の減

１,３４６万９,０００円につきましては、

今回の補正に係る財源調整で、それぞれ基

金へ繰り戻しを行うものでございます。

今補正に係ります各基金の年度末予定残

高を参考資料の３７ページに掲載しており

ますので、御参照いただきたいと思いま

す。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７９号平成２８年度美

幌町一般会計補正予算（第６号）について

を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１８ 議案第８０号

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 議案

第８０号平成２８年度美幌町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の５６ペ

ージをお開き願います。

議案第８０号平成２８年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動等に伴う人件費の補正予

算でございます。

平成２８年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２１１万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３

１億９,６０８万５,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、６５ペ

ージ、６６ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費、１目、一般管理費につき

ましては、給与改定に伴う給料・手当等の

増額と人事異動に伴う職員の会計間異動及

び育児休業職員の人件費を精査した結果、

２１１万２,０００円を減額補正するもので

ございます。

２款、保険給付費につきましては、財源

調整でございます。

次に、歳入について御説明いたします。

歳入については、説明を省略させていた

だきます。
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以上、御説明いたしました。御審議よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８０号平成２８年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１９ 議案第８１号

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 議案

第８１号平成２８年度美幌町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）についてを

議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の６８ペ

ージをお開き願います。

議案第８１号平成２８年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、職員給与の

改定等に伴う人件費の補正予算でございま

す。

平成２８年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１８万２,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７,

６７５万１,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、７７ペ

ージ、７８ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費、１目、一般管理費につき

ましては、職員給与の改定及び実績見込み

による時間外手当の増額による人件費１８

万２,０００円の増額補正でございます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、７５ページ、７６ページをお開き願い

ます。

歳入については、説明を省略させていた

だきます。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８１号平成２８年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２０ 議案第８２号

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 議案

第８２号平成２８年度美幌町介護保険特別

会計補正予算（第２号）についてを議題と

します。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の８０ペ

ージをお開き願います。

議案第８２号平成２８年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第２号）について御



－ 21－

説明申し上げます。

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動に伴う人件費の補正予算

でございます。

平成２８年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ４０万８,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７

億１,６５１万７,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、８９、

９０ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費、１目、一般管理費につき

ましては、給与改定に伴う給料及び手当等

の増額と人事異動に伴う職員の会計間異動

の人件費を精算した結果、４０万８,０００

円を減額補正するものでございます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、８７、８８ページをお開き願います。

歳入につきましては記載のとおりでござ

いますので、説明を省略させていただきま

す。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８２号平成２８年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２１ 議案第８３号

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 議案

第８３号平成２８年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第３号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の９

２ページをお開き願います。

議案第８３号平成２８年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第３号）について

御説明申し上げます。

平成２８年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、職員４名に

係る給与改定及び人事異動に伴う人件費の

補正と終末処理場維持管理事業費の修繕料

の補正及び建設事業費の業務委託料と工事

請負費の補正を行おうとするものでありま

す。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２３９万６,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

１億８,９６３万２,０００円とするもので

あります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更につきましては、

第２表、地方債補正で御説明申し上げます

ので、９５ページをお開き願います。

第２表、地方債補正であります。

公共下水道事業の限度額１億３,０３０万

円を、終末処理場設備更新工事のための水

処理設備機械・電気設備資材価格調査業務

及び公共汚水桝設置工事の増により２１０

万円を増額しまして、１億３,２４０万円と
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するものであります。

次に、１０１ページ、１０２ページをお

開き願います。

３、歳出であります。

１目、一般管理費、公共下水道事業費の

２９０万５,０００円の減は、職員の給与改

定及び人事異動によるものであります。

２目、維持管理費、終末処理場維持管理

事業費、修繕料１００万円の増額は、処理

場機器の２８年度末までの小破修繕に係る

見込み額の計上であります。

３目、建設費、公共下水道建設事業費、

業務等委託料は、執行残の整理と、上から

４行目の機械・電気設備資材価格調査業務

委託の２３７万６,０００円の増であります

が、２９年度に予定しております設備更新

工事の設計に必要な特殊な機械単価の調査

業務を委託しようとするものであります。

その下の、公共汚水桝設置工事１００万

５,０００円の増額は、住宅の新築による公

共ますの設置の申請が当初の予定を上回る

ことから不足する３件分の予算を補正しよ

うとするものであります。

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、９９ページ、１００ページをお開き

願います。

２、歳入。

個別排水処理特別会計負担金の７万３,０

００円の増額は、個別排水事務を担当する

職員の給与改定に伴う負担金収入の増加額

であります。

公共下水道事業補助金７４万８,０００円

の減額は、業務委託２件の契約額確定に伴

う補助金の減額と、資材価格調査業務委託

に伴う補助金の増によるものであります。

一般会計繰入金３８２万１,０００円の減

額は、今回の補正に伴います財源調整によ

る一般会計への繰り戻しであります。

公共下水道債２１０万円の増額は、歳出

で御説明させていただきました業務委託の

追加と、公共汚水桝設置工事に伴うもので

あります。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願い申し上げます。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸沢義典君） まず１０２ペー

ジ。１１節の需用費の１００万円ですが、

小破修繕のストックのために１００万円の

予算化ですけれども、常に幾らぐらいのス

トックがあるのか。それから、今年度何回

目の予算化なのか。あるいは、どのような

修繕に使用するのか。今年、小破修繕で使

った実績があればお聞かせ願いたいと思い

ます。

２点目が、１３節の委託料２３７万６,０

００円。先ほど、平成２９年度に導入する

特注機械の調査ということで伺いましたけ

れども、もう少し詳しい内容と、どのくら

いの調査期間が必要なのかを含めて教えて

いただきたいと思います。

３点目が、１５節の工事請負費、公共桝

設置工事３件分ということでしたけれど

も、工事場所を教えていただきたいと思い

ます。

以上、３点お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） １点目の

一般修繕について、今年度当初予算で見て

いた金額でございますが、５０万円を予定

しております。その他、計画的な修繕とし

て１２件、当初からみていたほかに、一般

修繕５０万円を予定しておりました。

今回、先ほど専決補正のときに御説明さ

せていただきましたが、修繕予算を全て使

い切っている状況でございます。そういう

ことで、今回、残り約半年ありますので、

その間に発生した場合の対応として１００

万円を追加させていただこうというもので

ございます。

それから、次に、調査委託の関係でござ

いますが、内容としまして、来年行うため

の水処理施設の機械・電気設備の工事を行
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うに当たって、その設計単価を算出するた

めに資材価格の調査を行うための費用でご

ざいます。これにつきましては、機械・電

気設備の種類ごとに１０万円を超える機器

の場合、資材調査を行って設計しなければ

ならないということで今回行うものであり

ます。件数については、担当主幹よりお答

えさせていただきますが、今、行う理由と

しましては、来年度、早い時期に工事を行

いたいということで、今回この調査委託を

行うものであります。これについては、補

助対象事業でございます。

次に、公共桝設置工事についてでござい

ますが、３カ所の追加でございます。これ

は、東町の大きな区画を分割して宅地とし

て売買していくことになります。通常はそ

れぞれの区画ごとに公共ますを事前に設置

するわけでございますが、場所によっては

公共ますが設置されていない箇所がありま

す。その箇所が３カ所ございますので、そ

の公共ますの設置についての費用を今回追

加補正していただくものでございますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 建設主幹。

○建設主幹（川原武志君） 今の委託の期

間でございますが、３カ月の期間を要しま

す。それを年度末までに調査を終えて、新

年度の設計積算に使用したいというように

なっております。

また、機器の内容でございますが、機械

につきまして８点、電気につきましては１

２点、合計２０点の機器等の価格調査でご

ざいます。以上でございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸沢義典君） 最初の小破修繕の

年度当初５０万円の予算で１２件、使って

しまったということなのですが、何件でも

いいですが、どんな修繕だったのか内容を

教えていただきたいのと、２点目が、先ほ

どの設計図をつくるための資材価格の調査

とお聞きしました。機械で８点、電気で１

２点、そして３カ月かかるということでし

たけれども、要するに私が何を言いたいか

というと、これだけを調査するのに２３７

万６,０００円の大金を投入して設計図をつ

くるための調査は、本当にそれだけかかる

のか疑問だったものですから、もう少し詳

しく教えていたいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） １点目

の、先ほど１２件というのは、当初各機器

ごとに計画修繕としまして、年次的に計画

を持ちながら修繕を行っております。その

ほかに一般修繕としまして、随時起こり得

る修繕として５０万円みていたということ

でございます。

計画修繕としてどのようなものがあるの

かということでございますが、これについ

ては、一つの例としましては、マンホール

ポンプということで、各管渠の中にポンプ

があります。そういうポンプの修繕を年次

的に図っていくとか、処理場の中では、汚

泥の撹拌装置の修繕など計画的な修繕を行

っているものが１２件いうことでございま

す。

それから、資材価格調査の関係でござい

ます。これについては、先ほど機械が８

点、電気が１２点の計２０点であるとお伝

えしましたが、その中に個々の機器がござ

いますので、それらを含めますと調査する

項目はそれ以上になってきます。そういう

ことで、それは１０万円以上ですから調査

項目も多くなります。そういうことで、こ

れだけの金額がかかるということでござい

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 建設主幹。

○建設主幹（川原武志君） 一般的な修繕

の内容につきましては、例えば、ブロアの

モーターの交換だとか、マンホールポンプ

の修繕、そういうものが計画的な修繕で行

っております。突発的に修繕を必要とする

ものにつきましては、処理場の消化タンク

等のガス連絡管の修繕、マンホールポンプ
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の電源装置の修繕のほか、管理本館暖房用

蒸気ドレン管修繕というものが小破修繕で

ございます。あと、もろもろ何点か修繕が

ございます。以上でございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私も、１０２ペー

ジの資材価格調査業務委託料のことで質問

したいと思うのですけれども、この事業自

体は、もともと２９年度に予定していたも

のを前倒しをして、今回の補正で行って、

できるだけ早い時期に２９年度の予算で補

助事業を着工するということで、繰り上が

った事情というのはあったのかどうか、そ

の辺の経緯について御説明いただきたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） これは当

初みていなかった理由ということになって

くるとかと思います。本来でありますと、

当初予算でみておくべきでありますが、国

の補助金は今、社会資本整備総合交付金と

いうことで補助制度が変わりまして、来年

度の予定できる工事量が年度の途中でなけ

ればわからないという状況がございます。

そういうことでは、資材価格調査に係る費

用も確定できないということで、来年度の

工事要望量が見込める時期に来ましたの

で、今回補正をさせていただきながら進め

たいということでございますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １０２ページ、

終末処理場機械・電気設備資材価格調査に

ついてであります。私ども、よく資材屋さ

んに、これは厳密には下水道の場所ではな

いのですが、例えば土木・建築にしても資

材屋さんに「おい、見積もり出せ」、例と

してはよろしくないと思いますけれども、

金網マット１平米、何メートルの規格で１

メートル当たり幾らするというのは、無料

で持っていきます。例えば、材料・手間含

めて考えた場合、極論ですが、盛り土をす

るのに「運送さん、これ幾らぐらいかか

る」「貨物さんは幾らぐらいかかる」と言

うと、無料で持ってくるのです。ですか

ら、設備・機械が必要だとしたら、メーカ

ーによって値段はもちろん違うと思うので

すが、機械の部品を買ってきて組み立てる

わけでないとしたら、例えば、三菱なのか

播磨なのかは別にしても、見積もり依頼を

したら無料で手に入るものではないかと思

っています。なおさら、限定された場所で

す。機械の内容も電気設備も、そういう意

味で見積もりで価格調査というのはできる

のではないかと思うところです。さもなく

ば、全てにおいて独自に必要だとするなら

ば、終末処理場ばかりではなく、全てにお

いて適正価格かどうかという調査をせざる

を得なくなると思ったものだから、１件当

たり１０万円を越すものは価格調査がいる

のだったら、むしろ価格調査ということで

はなくて、直すのにはどのぐらいかかると

か、新しく設置したら幾らかかるのかとい

う見積もり依頼で済む話でないかと思う向

きもあるので、そこら辺の説明がよく聞き

取れなかったものですから、再度、そうい

う観点でお聞かせ願えればという趣旨でお

尋ねいたします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 下水道の

設備等の工事については、道の工事積算要

領に基づいて行うわけでございます。この

中で、先ほど申し上げましたけれども、こ

れらの設備の種類ごとに、１０万円以上の

ものについては調査を行いなさいというこ

とでございます。その調査期間でございま

すが、通常はメーカーに行うとかというこ

ともあるのかもしれませんが、この積算要

領の中では委託機関として公共的なところ

ということで、ひとつの例を言いますが、

行う所を申し上げますと、一般財団法人で

ある経済調査会北海道支部、また一般財団
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法人建設物価調査会北海道支部という専門

的に資材の物価調査を行っている機関がご

ざいます。ここと委託契約を結びまして、

調査を行うことでございます。そういうこ

とで、道の工事要領に基づきながら行うと

いうことでございますので、御理解のほど

をお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 正直に言って、

まだ理解を深めていないので、これでやめ

ようと思いますけれども、設備にしても資

材関係は調査機関ばかりではなくて、製造

元で幾らで売るよというのは、見積もり依

頼をしたら手に入りませんか、そういうこ

とをお聞きしているのです。今の話は、制

度的に必ず価格調査をしなければいけない

ということの説明であれば、良い悪いは別

として、理解しやすいのですけれども、私

は価格調査と単純に言われたら、見積もり

依頼でこういう機械は日本全国で町工場が

つくっているわけではないものですから、

依頼をしたら手に入るものだなと。ただ、

仕組みとして価格調査をしなさいという決

まりがあって、せざるを得ないというのな

ら別な意味で理解できるのです。その辺、

いま一度噛み砕いて説明していただけませ

んか。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 説明が不

足する分がございましたけれども、この物

価調査につきましては、下水道の処理場の

ような機械設備だけではなくて、土木で言

いますと公園の遊具施設、また建築の場合

でも同じように機器については資材価格調

査を行っております。そのような形で公正

な設計を行うための資材調査ということで

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） 建設主幹。

○建設主幹（川原武志君） 工事の資材価

格でございますが、一般的には、道の資料

に基づいて道の単価に計上されているもの

をまず第一に使います。その次に、物価調

査会で発刊されている物価版、積算資料に

基づいたものを使います。その次に、見積

もりでございます。

それで、特殊な機械で、処理場あたりは

汎用性がないものですから物価調査会に道

の積算要領に基づいて委託をかけるという

ことでございます。以上でございます。

（「やめておきます」と発言する者あり）

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第８３号平成２８年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２２ 議案第８４号

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 議案

第８４号平成２８年度美幌町個別排水処理

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

０４ページをお開き願います。

議案第８４号平成２８年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。

平成２８年度美幌町個別排水処理特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、職員給与改
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定に伴う公共下水道特別会計への人件費相

当分の負担金の補正を行おうとするもので

あります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ７万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，００

７万８,０００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

歳出から御説明申し上げますので、１１

３、１１４ページをお開き願います。

３、歳出。

公共下水道特別会計負担金７万３,０００

円の増額は、個別排水処理事務を担当して

おります職員の給与改定に伴う増額分であ

ります。

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１１１、１１２ページをお開き願い

ます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８４号平成２８年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。し

たがって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２３ 議案第８５号

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 議案

第８５号平成２８年度美幌町水道事業会計

補正予算（第２号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

１６ページをお開き願います。

議案第８５号平成２８年度美幌町水道事

業会計補正予算（第２号）についてを御説

明申し上げます。

総則。

第１条、平成２８年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

今回の補正につきましては、職員９名に

係る給与改定及び人事異動に伴う人件費の

補正と、日並浄水場施設におけるフロック

形成池の攪拌機機械部分の駆動装置の修繕

費予算を計上させていただこうとするもの

であります。

収益的支出の補正。

第２条及び資本的支出の補正、第３条に

つきましては、補正予算実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。

議会の議決を経なければ流用することの

できない経費の補正。

第４条、予算第７条に定めた経費の金額

の補正額は記載の金額であります。

１１７、１１８ページをお開き願いま

す。

補正予算実施計画書及び説明書の収益的

支出であります。

８名の給与改定及び人事異動に伴う人件

費の増減額以外の予算計上につきまして、

御説明させていただきます。

原水及び浄水費の修繕料６０万８,０００

円の増額は、平成３年に設置しました日並

浄水場のフロック形成池の駆動装置に異音

が発生し確認したところ、モーター及び減

速機の交換を必要とします。修繕費は１１

５万円を予定しておりますが、修繕予算の

執行残も当てながら不足となります６０万

８,０００円を補正しようとするものであり

ます。
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業務費の検針等業務委託料２６万２,００

０円の増額は、個人委託をしております４

名のうちの１名の検針員が３月に契約終了

の申し出があったため、新規検針員に対し

ての引継ぎを行う必要となったことから、

それに伴う委託料の増額であります。

総係費、法定福利費２７６万３,０００円

の減額は、平成２５年度及び２６年度に退

職した職員に係る退職手当組合への追加費

用を本年度予算計上していましたが、公営

企業会計制度の改正により積み立てしてお

ります退職給付引当金からの支出が可能で

あったことから、その額を減額するもので

あります。

次に、１１９、１２０ページをお開き願

います。

資本的支出であります。

記載の金額は、職員１名分の給与改定に

伴う人件費の増額であります。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８５号平成２８年度美

幌町水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２４ 議案第８６号

○議長（大原 昇君） 日程第２４ 議案

第８６号平成２８年度美幌町病院事業会計

補正予算（第２号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 議案１２８

ページでございます。

議案第８６号平成２８年度美幌町病院事

業会計補正予算（第２号）について御説明

を申し上げます。

今回の補正につきましては、一般会計と

同様に人事院勧告に基づく職員の給与改定

及び会計間の異動並びに年度途中の退職及

び就職に伴う給与費の補正を行おうとする

ものでございます。

第１条、平成２８年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

第２条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。

第３条、議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の給与費等の補正により職員給与

費を５,９４９万３,０００円減額し、８億

５,５５５万７,０００円にしようとするも

のでございます。

次に、１２９、１３０ページをお開き願

います。

収益的収入のうち、他会計補助金の補正

でございます。

一般会計補助金のうち、基礎年金拠出金

負担金の補正につきましては、今回の人件

費の補正に伴い一般会計から繰り入れてい

る基礎年金拠出金に係る負担金について減

額補正を行うものでございます。

次に、１３１、１３２ページをお開き願

います。

収益的支出の補正でございます。

給与費のうち、給料、手当等、法定福利

費につきましては、今回の人事院勧告によ

る職員の給与改定及び職員の会計間の異動

並びに医師、看護師の年度途中の退職・就

職に伴う執行見込みから、それぞれ記載の

とおり減額及び増額の補正を行うものでご
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ざいます。

以上、御説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８６号平成２８年度美

幌町病院事業会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２５ 報告第１９号

○議長（大原 昇君） 日程第２５ 報告

第１９号専決処分の報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この額の決定、和

解については経過が書いてありまして、今

これに関連して、大正橋の工事を通行止め

にして行っておりますけれども、これらの

穴があいたとか橋上のアスファルトの補強

というのは、今回の工事の中で関連して全

部そういったものが施工されて問題ないよ

うな状況になるのかどうか、その辺、関連

ですけれども、わかれば教えてください。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 御質問の

とおり、１１月１日から３０日までの間で

大正橋の補修工事を発注しております。今

回穴のあいたところは未施工の箇所でござ

います。今回の工事区間で、全ての橋面の

舗装が終了いたします。そういうことで

は、下部の橋のコンクリートの状況を確認

しながら、舗装を行っていくということ

で、舗装も全面舗装しておりますのでこれ

らが終了しますと、このような穴というの

は、これからは改善されていくということ

で御理解いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） お聞かせ願いた

いと思います。ちょっと情報として、まだ

理解に至っていない部分があります。と申

しますのは、橋というのは、そこら辺の道

路と違いまして、いざというときに欄干を

超えて逃げるわけにはいかない、例えば避

けようと思ってもです。そういう面では、

限定された幅の場所だと思っているので

す。そういう関係上、事故を起こした人に

は申しわけない言い方なのですが、この１

件だけでよく済んだなと。私だったら、即

通行止めにして、事故の状態を確認した

り、応急処置もして他の車両にも影響ない

という対応をとったというならわかるので

すが、その事情も分からないものですか

ら、私は複数あってもしかるべきだという

のではなくて――そういう意味では、もし

かしたらこの車両においても特殊な事情が

あったのかなという疑心暗鬼なところがあ

るのです。例えば、車が車両改造というの

ですか、車高を下げたり、例えばです。特

殊なタイヤを履いていたとか。それは、向

こうの事情も含めながら、この金額に至っ

た経緯もわからないものですから、そうい

う意味で、まず１点目は相手の割合。

それから、よく１件で終わったなと安心

しているのですが、そこら辺の経緯が見え

ないものですから、いま一度そういう趣旨

でお聞かせ願いたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） まず最初

に、今回の大正橋の穴によりタイヤを破損

された方に対して、本当にお詫びを申し上

げたいと思います。
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まず、御質問のありました過失割合につ

きましては、町が６、御本人が４という割

合となっております。それで、車両につい

ては、３ナンバーの乗用車でございます。

特段改造しているとかそういうことではあ

りません。

橋の穴の状況でありますが、時系列で申

し上げますと、１０日の日にこの穴による

タイヤの破損がありました。そして１２日

の午前１１時に、私どものほうに御本人か

ら御連絡がありました。私どものほうで

は、９月１０日の早朝にこの穴があるとの

把握ができまして、１１時前に穴を埋める

応急作業を行いました。そういうことで、

１０日に起こってから１２日の朝まで私ど

もも把握できていなかったということがあ

りまして、通行止め等の措置はしておりま

せんでした。結果的には、その間に多くの

車が走行していたということが、もちろん

あります。

それで、発生の原因としましては、車両

のタイヤの穴に対する位置関係ですとか、

スピードもありますし、タイヤの形状もあ

ります。それら、いろいろな状況が重なっ

た中で、タイヤではなくて、リム、ホイー

ルが変形をしたということでございます。

そういうことで、今回の中にはホイールの

交換費用、タイヤの履きかえ費用を含め

て、その費用の６割を保障させていただい

たということでございますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） これでやめてお

きますけれども、よく、簡単に言えば事故

発生から大体２日後ということで、他の事

故が起きなくてよかったと安堵はしていま

すが、先ほども申しましたように、ホイー

ルまでいかれるとなれば、それなりの――

だからその割合も、そういうことも加味し

て決めるのだと思うのですが、こういう特

殊な場所等は、やはり皆さんも相手とお話

するときは、しっかりとお話しされたほう

がいいかと、これだけは申し伝えておきた

いと存じます。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 今回、大

正橋という、先ほど一番最初に吉住議員さ

んが言われたように、避けようのない場所

で事故が起きたということで、大正橋も十

分なパトロールをしたつもりでございます

が、それでもこうような形で起きたという

ことで、今後さらに気を引き締めながら危

険箇所の事前把握、そして早期発見・早期

補修に努めてまいりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

報告第１９号専決処分の報告について

は、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎閉会宣言

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２８年第６回美幌町議会臨

時会を閉会します。

お疲れさまでした。

午後 ０時１９分 閉会  
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